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は じ め に 

近年、少子高齢化や核家族化、地域コミュニティの希薄化、社会経済状況の

悪化など、子どもや家庭を取り巻く環境は大きく変化しています。また、家庭

や地域の子育て機能の低下に伴い、子育て家庭の孤立化や育児不安、児童虐待

など様々な問題が浮かび上がっています。 

このような状況のなか、本市では社会全体で子育て家庭を支援するため、平

成 11 年度に「エンゼルプランかこがわ（前期）」を、平成 16 年度には、同計画

の改定を兼ねた「加古川市次世代育成支援行動計画(前期計画)」を策定し、計

画に基き、市内全小学校への児童クラブの設置や子育てプラザの開設など子育

て環境の整備に努めてまいりました。 

子どもは、一人の人間として、無限の可能性に満ちた、かけがえのない存在

です。その子どもたちが、心豊かに生き生きと育つことは、家族の望みだけで

なく社会全体にとっても大切な願いであり、豊かで活力ある社会をつくってい

くため、社会全体で支援していく重要課題といえます。 

この度、「エンゼルプランかこがわ（前期）」策定からの１０年間の取組みを

検証するとともに、社会情勢の変化と多様な市民ニーズを反映し、今後 5 年間

の子育て支援に関する方向性を示した「加古川市次世代育成支援後期行動計画」

を策定しました。 

  今後、この計画に掲げた｢安心して子どもを生み、子育てに喜びを実感でき、

子どもがすこやかに育つまち 加古川｣の実現に向けては、行政と家庭、地域住

民や関係機関、団体等が互いに連携を図りながら取り組むことが必要不可欠で

す。  

次代を担う子どもたちのために、皆様方のより一層のご支援、ご協力をお願

いいたします。 

 最後になりましたが、この計画の策定にあたりまして貴重なご意見、ご提言 

をいただきました「加古川市次世代育成支援行動計画策定懇話会」委員の皆さ 

んをはじめ、アンケート調査などにご協力いただきました多くの市民の皆さん 

や関係者の方々に心からお礼申しあげます。 

  

平成 22 年 3 月 

  

                                                  加古川市長  樽  本  庄  一 
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第1章 策定にあたって 

１ 策定の背景 

(1) 少子化の現状 

ア 少子化の進行 

 

我が国の年間の出生数は、第2次ベビーブーム期には200万人を超えていましたが、昭和

59(1984)年には150万人を割り込み、平成3(1991)年以降は増加と減少を繰り返しながら、

緩やかな減少傾向となっており、平成19(2007)年には、約109万人となっています。 

また、年少人口（0歳から14歳）も減少傾向が続き、平成9(1997)年には、老年人口（65

歳以上）よりも少なくなり、その後も、総人口に占める年少人口の割合は減少し、我が国

の人口構造はますます少子・高齢化が進行しています。 

 

イ 未婚化・晩婚化の進行 

 

35年前の昭和50(1975)年においては、30歳代の男性・女性ともに約9割が結婚していま

したが、平成17(2005)年の30歳代の男性の未婚率は39％、女性は25.5％であり、この間、

未婚化が急速に進行していることがわかります。 

一方、日本人の平均初婚年齢は、平成19(2007)年で夫が30.1歳、妻が28.3歳と上昇傾向

を続けており、結婚年齢が高くなる晩婚化が進行しています。また、晩婚化が進行すると、

それに伴い、出産したときの母親の平均年齢も高くなるという晩産化の傾向があらわれま

す。高年齢になると、出産を控えることもあり、晩婚化や晩産化は少子化の原因となって

います。 

 

ウ 人口減少社会の到来 

 

我が国では、今後一層少子・高齢化が進行し、本格的な人口減少社会が到来するとの見

通しが示されています。人口減少社会は、単純な人口規模の縮小にとどまらず、高齢者数

の増加と生産年齢人口（15歳から64歳）の減少という「人口構造の変化」を伴い、我が国

の社会経済に大きな影響を与えることが懸念されています。 

また、出生数の減少による若年労働力の減少や、高齢者の引退の増加によって、生産年

齢人口が減少し、労働力人口は高齢化しながら減少していくことが予想され、経済成長に

マイナスの影響を及ぼす可能性があり、中長期的な経済成長の基盤を確保する観点から、

イノベーションの推進を図るとともに、女性、高齢者など、働く意欲を持つすべての人々

の就業参加を実現することが不可欠です。 
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エ 加古川市における少子化の状況 

 

近年、本市の人口は横ばいで推移しており、今後は、減少に向かうと予測されます。 

また、全人口に占める15歳未満人口の割合は、昭和60(1985)年が25.0％であるのに比べ

ると、平成20(2008)年10月1日現在で15.0％であり、10.0ポイント低くなっています。平

成27(2015)年には、15歳未満人口の割合が12.7％となり、より一層の少子化が見込まれて

います。 

本市の平成20(2008)年の出生数は2,358人で、ここ5年間は2,300～2,500人で横ばいとな

っています。また、平成12(2000)年の合計特殊出生率は1.42でしたが、平成17(2005)年は

1.24であり0.18ポイント低くなっています。また、全国平均1.26、兵庫県平均1.25よりも

低くなっています。 

本市の人口が停滞する中、世帯数は増加傾向にあり、平成20(2008)年10月1日現在では、

98,963世帯となっていますが、平均世帯人員は減少し2.71人となっています。   

また、18歳未満の家族がいる世帯のうち、「両親と子どもと祖父母」のような3世代世

帯の割合が低下し、「両親と子ども」、「ひとり親と子ども」の世帯といった核家族世帯

の割合が増えています。 

 

(2) 少子化対策の取組み 

ア 国の動き 

 

<エンゼルプランと新エンゼルプラン> 

  我が国では、平成2(1990)年「1.57 ショック」※1を契機に、合計特殊出生率の低下を受

けて、平成6(1994)年12月に「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」

（エンゼルプラン）が策定されました。これは、子育てを夫婦や家庭だけの問題ととらえ

るのではなく、国や地方公共団体をはじめ、企業・職場や地域社会も含めた社会全体で子

育てを支援していくことをねらいとし、今後10年間に取組むべき基本的方向と重点施策を

定めたものです。 

その後、平成11(1999)年12月には、「少子化対策推進基本方針」が決定され、この方針

に基づき「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について」（新エンゼルプラ

ン） が策定されました。 

<次世代育成支援対策推進法> 

  平成14(2002)年9月には、従来の取組みが、仕事と子育ての両立支援の観点から、特に

保育に関する施策を中心としたものであったのに対し、子育てをする家庭を社会全体とし

て支える視点から、総合的な取組みを進めることとした「少子化対策プラスワン」をとり

まとめ、平成15(2003)年7月に、地方自治体および企業における10年間の集中的・計画的

な取組みを促進するため「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。 
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<少子化社会対策基本法と少子化社会対策大綱> 

  平成15(2003)年7月には、少子化に的確に対処するための施策を総合的に推進するため

「少子化社会対策基本法」 が制定され、同年9月から施行されました。この法律に基づき、

内閣府に少子化社会対策会議が設置されるとともに、平成16(2004)年6月には、少子化の

流れを変えるための施策を推進するため「少子化社会対策大綱」が閣議決定されました。 

<子ども・子育て応援プラン> 

  少子化社会対策大綱に盛り込まれた施策について、その効果的な推進を図るため、平成

16(2004)年12月、少子化社会対策会議において、「少子化社会対策大綱に基づく具体的実

施計画について」（子ども・子育て応援プラン）が決定され、平成17(2005)年度から実施

されてきました。 

<新しい少子化対策> 

  平成17(2005)年、我が国は、初めて総人口が減少に転じ、出生数は106万人、合計特殊

出生率は1.26と、いずれも過去最低を記録しました。 

こうした予想以上の少子化の進行に対処し、少子化対策の抜本的な拡充、強化、転換を

図るため、平成18(2006)年6月に、少子化社会対策会議において、「新しい少子化対策に

ついて」が決定されました。 

<「子どもと家族を応援する日本」 重点戦略検討会議> 

  平成18(2006)年、将来人口推計において示された少子・高齢化についての一層厳しい見

通し等を踏まえ、平成19(2007)年2月、少子化社会対策会議において「子どもと家族を応

援する日本」重点戦略の策定方針が決定され、同会議の下に、「子どもと家族を応援する

日本重点戦略検討会議」（以下「戦略会議」という。）が設置されました。 

さらに、分野ごとに掘り下げた議論を行うため、戦略会議の下に、「基本戦略分科会」、 

「働き方の改革分科会」、「地域・家族の再生分科会」および「点検・評価分科会」とい

う4つの分科会が設置されました。 

  平成19(2007)年12月の第3回戦略会議において、「子どもと家族を応援する日本」重点

戦略（案）がとりまとめられ、その中では、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）の実現、包括的な次世代支援の枠組みの構築がうたわれました。 

 

※1「1.57 ショック」 

 1.57ショックとは、前年、平成元(1989)年の合計特殊出生率が1.57となり、「ひのえう

ま」という特殊要因により過去最低であった昭和41(1966)年の合計特殊出生率1.58を下回

ったことが判明したときの衝撃をさしている。 
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イ 兵庫県の動き 

 

  兵庫県では、平成18(2006)年3月に、「一人一人が生命の大切さ、家庭や子育ての大切

さを考え、だれもが安心して子どもを生み育てることができる地域社会の実現」をめざし

て、今後5年間の少子対策の行動計画となる「ひょうご子ども未来プラン」を策定してい

ます。[計画期間：平成17～21(2005～2009)年度] 

  このプランは「取組みの4本柱」として 

1「未来の親づくりへの支援」―未来の親への支援、若者の自立支援 

2「子どもを生み育てることへの支援」―家庭の子育て力の再生、保育サービスの充実、

地域ぐるみの子育て支援の充実、子育てと仕事の両立支援 

3「子どものすこやかな育ちへの支援」―子どもを守る基盤づくりの推進、豊かな人間性

を育む環境の充実、すこやかに育つためのまちづくりの推進 

4「社会システムの再構築」―社会システムの再構築による子育て支援の強化 

を設定し推進することとしています。 

 

ウ 加古川市の動き 

 

本市は、平成11(1999)年度に「エンゼルプランかこがわ前期5カ年計画」[平成12～16 

(2000～2004)年度]を策定し、平成16(2004)年度に同計画の見直しにあわせて「加古川市

次世代育成支援(前期)行動計画（エンゼルプランかこがわ後期5カ年計画）」[平成17～

21(2005～2009)年度]を策定しました。「子育てをみんなでささえあうまちづくり」を基

本理念とし、「(1)安心して子どもを生み、子育てに喜びを実感できるまち 加古川」、

「(2)子どもがすこやかに育つまち 加古川」をめざすべき将来像として、関連施策・事業

を推進してきました。 

  この間、社会環境や経済状況の変化に対応するとともに、少子化対策事業の効果的な運

営に努めてきましたが、この「加古川市次世代育成支援(前期)行動計画」が平成21(2009)

年度に終了することから、子ども・子育てに関わる市民の実態と意向や社会情勢等の変化

を踏まえつつ、事業の効果的な推進を念頭に、「加古川市次世代育成支援後期行動計画」

を策定します。 

 

２ 計画の位置づけ  

 

本計画は、次世代育成支援対策推進法[平成15(2003)年]に規定された市町村行動計画の

後期5ヵ年計画として位置づけます。 

また、本計画は、加古川市総合計画と整合性を保ち、関連する諸施策の方向性を明らか

にする個別計画であり、また、加古川市母子家庭等自立促進計画※1を含めた計画としてい
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ます。 

 

(1) 関連計画との整合 

加古川市地域福祉計画※2、加古川市男女共同参画行動計画※３など、相互に密接に関連し

ている他の計画に基づく施策に留意し、ウェルネスプランかこがわ※4にうたわれた基本的

な考え方との整合性をもったものとします。 

 

(2) 計画の対象 

 本計画における「子ども」とは、おおむね18歳未満のすべての子どもをさします。 

次世代育成支援は、社会全体で取組むべき課題であることから、子ども自身はもとより、

子どもをもつ親やその家族、地域住民、各種団体、学校、企業、行政等、地域社会を構成

するすべての個人および団体が本計画の対象となります。 

 

３ 計画の期間 

 

次世代育成支援行動計画期間は、平成17(2005)年度から平成26(2014)年度までの10年間

ですが、本計画期間は平成22(2010)年度から平成26(2014)年度までの後期5カ年計画です。 

平成27年3月
（2015年）

次世代育成支援行動計画（前期）
エンゼルプランかこがわ（後期）

次世代育成支援行動計画（後期）エンゼルプランかこがわ（前期）

平成17年
（2005年）

平成22年
（2010年）

平成12年4月
（2000年）

 

※1「加古川市母子家庭等自立促進計画」 

  ひとり親家庭等をめぐるさまざまな状況を踏まえ、その自立を支援するためにまとめた

計画で、計画期間は、平成17(2005)年度から平成21(2010)年度までの5年間とし、平成22 

(2010)年度以降5年間の計画については、加古川市次世代育成支援後期行動計画に含むも

のとする。 

 

※2「加古川市地域福祉計画」 

  地域福祉の理念や方針を明らかにし、地域福祉を推進するための社会福祉法に基づく行

政計画。平成18(2006)年3月策定。 

 

※3「加古川市男女共同参画行動計画」 

性別にかかわりなく、一人一人の個性や能力を十分に発揮することができる社会の実現

を目指し、取り組んでいくための方策を計画としてとりまとめたもの。平成11(1999)年1
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月策定、平成18(2006)年3月に改定。 

 

※4「ウェルネスプランかこがわ」 

  「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」および「健やか親子21」の地方計画

として、平成15(2003)年3月に策定。 

「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」とは、国民が主体的に取組む健康づ

くり運動を推進するための計画、「健やか親子21」は、21世紀の母子保健の取組みの方向性

を提示するとともに目標値を設定し、関係者、関係機関、団体が一体となって推進する国民

運動計画。 
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第２章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念    

「子育てをみんなでささえあうまちづくり」 

 

子どもたちは、一人一人が生まれながらに無限の可能性をもつ存在です。また、次代を

担う貴重な存在でもあります。その子どもたちが自らの可能性を生かしながら、心豊かに

いきいきと育つことは、家族の望みであるだけでなく、わたしたち社会にとっても大切な

願いです。 

子どもの視点に立ったまちづくりを進めることは、子育てがしやすいまち、子どもにや

さしいまち、そして、すべての人にとって住みよいまちにつながります。 

未来を担うかけがえのない存在である子どもたちを、家庭だけでなく地域住民、各種団

体、学校、企業、行政など地域社会全体で見守りはぐくんでいくため、これまでの理念を

引き継ぎ、本計画の基本理念を「子育てをみんなでささえあうまちづくり」とします。 

 

２ めざすべき将来像 

 基本理念に基づき、めざすべき将来像として、次の2つを掲げます。 

 

(1)安心して子どもを生み、子育てに喜びを実感できるまち 加古川 

地域の特性、多様性に配慮し、安心して子どもを生み育て、子育てがしやすい環境づく

りを進めていきます。 

そのため、子育てを地域社会全体で見守り、はぐくみ、支えることができ、男女がとも

に子どもを育てる喜びや楽しみを感じることができるまちづくりをめざします。 

 

(2)子どもがすこやかに育つまち 加古川 

  子どもの幸せな成長を考え、すべての子どもがいきいきとすこやかに育つことができる

よう環境づくりに取り組みます。さらに、子どもが持っている一人一人の個性を引き出し、

心身ともに健やかに育ち、加古川に生まれ育ってよかったと思えるまちづくりを進めます。 
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３ 基本目標 

本計画は前期計画に引き続き、次の4つを基本目標とします。 

 

(1)子育てに対する意識を高めよう 

社会の人すべてが、子どもをひとりの人間として尊重し、最大限、その幸せな成長に配

慮し、子育てが大切にされるまちづくりを推進していくためには、市民一人一人が子ども

や子育てに対して関心を深めることが重要です。 

特に、次代の親となる若い世代が、家庭や子育ての意義について理解を深め、子どもを

生み育てることに喜びや大きな価値を感じられるようにすることが大切です。 

そのため、市民意識の啓発を図るとともに、行政をはじめ、家庭、地域住民、各種団体、

学校、企業において、すべての市民が、それぞれの立場で役割を分担し、相互に協力する

よう働きかけます。 

 

(2)子育て家庭を支援しよう 

子どもにとって家庭は、生活するうえで一番の拠り所であると同時に、初めて接する社

会でもあるなど重要な役割をもった場です。その家庭の中で、子育てに携わる人が、子育

てに不安を感じたり悩みを抱えたりしていることは、子どもの健やかな成長にとって好ま

しいものではありません。 

出産、子育てにおける不安を解消するとともに、育児の孤立化を防ぐための相談・支援

体制を充実し、子育てにかかる経済的負担を軽減するなど、だれもが安心して子どもを生

み育てられるよう、すべての子育て家庭に対する支援体制づくりを進めます。 

また、子育て中の親同士が交流する機会を提供するとともに、自主的なグループ活動が

さらに広がっていくよう支援します。 

 

(3)子育てと仕事の両立を支援しよう 

男女がともに子育てや家庭生活の責任を担い、同時に職業上の責任も果たせるようにす

るには、育児休業制度など各種制度の周知が必要です。また、共働き世帯やひとり親世帯

が増加するなど家族形態が変化すると同時に働き方に対する希望も多様化してきています。 

そこで、仕事や家庭生活においても自ら希望するワーク・ライフ・バランスについて、

男女がともに考え、「働き方」を見直すための機会づくりを行います。 

また、子どもがよりよい環境で保育され、多様な保育ニーズに対応できるように、保育

サービスや雇用環境の整備を促進します。 

 

(4)子どもたちを健やかに育成しよう 

子育て家庭にとって暮らしやすい生活環境、妊婦や乳幼児を連れた人が安心して外出等

ができるような環境整備とともに、子どもが巻き込まれる犯罪・事故の防止など危険の排



 9

除に努めます。 

子どもが自由に安全に遊ぶことができる空間や自然が少なく、生活体験できる場が乏し

い状況を改善し、地域の中で子どもがのびのびと活動できるよう、遊び場の整備や居場所

づくりを進め、地域の人々が子どもの育成や子育て支援にかかわる仕組みづくりを進めま

す。 

子どもの健やかな成長のために、子どもの生活にゆとりを確保し個性を伸ばす教育を進

めるとともに、自立心や社会性を養い、思いやりのある豊かな心を育てていきます。 

 

４ 重点課題 

  今後、5年間に取組むべき重点課題の設定にあたり、少子化対策の拡充、強化を図るため、

「社会全体の意識改革」と「子どもと家族を大切にする観点からの施策の拡充」という2点

を重視します。 

○社会全体の意識改革 

子どもの誕生を祝福し、子どもを慈しみ、守り育てることは、社会の基本的な責任とし

て、国、地方公共団体、企業、地域社会等が連携の下で社会全体の意識改革に取組むこと

が重要です。 

 

○子どもと家族を大切にする観点からの施策の拡充 

子育ては第一義的には家族の責任ですが、子育て家庭を、国、地方公共団体、企業、地域

社会等、社会全体で支援することが重要であり、とりわけ、地域における子育て支援策の強

化を図ることが必要です。また、子どもや家庭について考える機会を提供し、仕事と子育て

の両立を支援し、子どもと過ごす時間を確保できるよう働き方の改革を求めていくことが必

要です。 

 

そこで、本計画の基本理念である「子育てをみんなでささえあうまちづくり」の実現に向

けて、次のとおり5つの重点課題を設定します。 

 

(1)子どもたちの人権尊重 

  国は、人権を尊重するために様々な施策を講じていますが、いまだに様々な人権侵害が

後を絶たず、特に、児童虐待や子どもをねらった犯罪、いじめなど子どもの権利侵害が年々

深刻化しています。 

  子どもが心豊かに健やかに成長できるよう、子どもの人権、子どもの利益を最大限に尊

重していく視点で施策を実施していくことが重要です。 

本市の子どもの虐待に関する通告受付件数は、加古川市要保護児童対策地域協議会が設

置された平成 17 (2005)年度は 92 件、その後も件数は増加し、平成 20 (2008)年度には 365

件になっています。 
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  重点施策・・・要保護児童に対する専門的対応の充実 (分野別計画 1-2-2①) 

事業概要―  子どもの虐待および発達障害などの相談にも幅広く専門的な対応ができ

るよう、相談体制の強化や職員研修等による相談能力の向上、相談機能の

充実をめざします。 

               

(2)次代を担う人を育てる 

子どもは「次代を担う人」であるという認識のもとに、子どもたちが豊かな人間性を形

成し、自立した人間として仕事や家庭をもつことができるよう、長期的な視点に立った健

全育成のための施策を展開していくことが求められています。 

かつては、周囲に幼い子どもがいて、ときには面倒を見るような機会もありましたが、

最近では、その体験の機会も減っています。 

これから子どもを生み育てていく若い世代や子どもたち自身に、子育ての喜びや子ども

のいる喜び、大切さを感じることができるよう、さまざまな学習機会を提供し、広く啓発

に努めることが必要です。 

 

  重点施策・・・若い世代の関心の喚起 (分野別計画 1-5-3②) 

    事業概要―  次代の親づくり学習事業 

…これから親になる若い世代に対して、学習機会を提供し、親や家庭の役

割について理解を深めます。 

 

(3)地域のつながりの構築 

平成 20(2008)年 10 月 1 日現在、本市の 0～4歳児は約 12,000 人で、そのうち、認可保育

園、幼稚園に通っているのは約 4,000 人であり、その割合は約 1/3 となっています。また、

認可外保育園に約 2,000 人在園しているため、約 1/2 は在宅で子育てをしていると考えら

れます。 

  近年、地域のつながりが希薄化し、これまで地域が果たしてきた教育、子育て支援、防

犯・治安、防災といった機能が低下していると言われています。しかし、子育て家庭が孤

立せず、安心して子どもを生み育てていくためには、地域のつながりによる支えや見守り

が何よりも必要です。子どもにとって社会性や公共性を学ぶ場として地域は重要な役割を

担うことが期待されます。そのため、町内会（自治会）や少年団、老人会、ＰＴＡなどを

中心とした交流や、地域のつながりの構築に向けての取組みが必要です。 

  また、子育てにおいては、子育てサークルや子育てひろば等を通した地域とのつながり

も広がりを見せており、それらを支援していくことも必要です。 
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   重点施策・・・子育てボランティアへの参画促進 (分野別計画 2-2-2①) 

   事業概要―   子育てボランティアへの参画促進  

              …子育てグループのＯＢや団塊世代の人材を活用し、子育てボランティア

の養成を図ります。 

 

(4)ワーク・ライフ・バランスの促進 

ワーク・ライフ・バランスとは、国民一人一人が労働者として仕事上の責任を果たしつ

つ、生活者として家庭生活などにおいて個人やライフステージに応じた多様な希望を実現

することです。 

共働き世帯が増加し人々の生き方が多様化する中、働き方の選択肢が十分に整っていな

いことや非正規労働者の増大、長時間労働など、国民一人一人にとって、自身の望む生き

方が実現しにくく、一部では就労と出産・子育てが未だ二者択一となっている状況も存在

しています。 

国、地方公共団体、関係団体等が連携・協力して、「家族の日・週間」を中心に各種行事

を実施し、ワーク・ライフ・バランスを進めていくことが必要です。 

 

  重点施策・・・多様な働き方の促進 (分野別計画 3-2-4①②) 

    事業概要―  男女がともに、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活

動について、自ら希望するバランスで展開できるよう、ワーク・ライフ・バラ

ンスの概念や各種制度の周知を行います。 

事業概要―  フレックスタイムや在宅勤務など、子育てにかかる時間を柔軟にとれる勤 

務形態の採用を、事業所や関係機関等に働きかけるとともに、働く男女一人

一人が職業生活と家庭生活との両立を図ることができるよう、自分らしい「働

き方」の見直しに向けた意識啓発を行います。 

 

 

(5)子どもの視点に立った施策の展開 

  子どもの視点に立って安全で楽しく使えるなど工夫した「キッズデザイン（ＫＤ）」※重

視のもの作りや様々な事業・サービスの仕組みづくりが広がりつつあります。 

  バリアフリーのまちづくりやユニバーサルデザインを重視した環境づくり、子どもや保

護者が安心し安全に生活できるようなモノやサービスの提供など、子どもの視点や立場を

尊重した施策の展開が求められます。子育てに関するアンケート調査のグループインタビ

ューにおいて、「安全な歩道や自転車道が整備されていないため、車の移動に頼らざるを得

なくなっている。」という意見もあり、子育てを支援する交通環境の整備が求められていま

す。 
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重点施策・・・親子連れや妊産婦等の利用に配慮した施設・設備の整備   

(分野別計画 4-2-4①) 

    事業概要―  日常利用する施設のバリアフリー化の推進 

              …店舗や医療施設、学校等、子どもや妊産婦をはじめ、すべての人が利用 

する建築物について、安全で利用しやすい動線計画、トイレ内の手すりや 

ベビーシートの設置等、子育て家庭に配慮した施設整備を進め、また子ども

の身体特性や行動特性、不測の状況が子どもにもたらす影響などに配慮した

表示等を整備していきます。 

 

※「キッズデザイン（ＫＤ）」 

  子どもの安全・安心に貢献するデザイン、子どもの創造性と未来を拓くデザイン、子ど

もを産み育てやすいデザイン。 
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基本目標

子どもの権利擁護

子どもの虐待防止対策の推進

子育て支援意識の啓発

子育てへの男女共同参画の推進

親育ちの支援・次代の親づくり

相談・情報提供の充実

子育てグループの育成

母子の健康の確保・増進

ひとり親家庭への支援

障がい児への支援

・安心して子どもを生み、 経済的負担の軽減

  子育てに喜びを 住環境の整備

  実感できるまち 加古川 在宅子育て支援サービスの整備

・子どもがすこやかに

     育つまち 加古川

保育サービスの充実

家庭や職場における子育て環境の向上

遊び場・居場所づくりの推進

安全な生活環境の確保

子どもたちの活動支援

学校教育の充実

めざすべき将来像
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５ 施策体系 

基本理念：子育てをみんなでささえあうまちづくり 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 分野別計画 
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第３章 分野別計画 

基本目標：１ 子育てに対する意識を高めよう 

施策の方向 

（１）1-1 子どもの権利擁護 

現状と課題 

「児童の権利に関する条約」には、子どもに関わるすべての活動において、子どもの最善の利益が第

一義的に考慮されることなど、子どもの権利が定められています。 

子どもの権利について多様な媒体による啓発活動を推進するとともに、家庭・学校・地域において子

ども自身の声を積極的に受けとめる等、子どもを権利の主体とみなし、子どもの人権を守る仕組みづく

りがさらに必要です。 

 

  主な推進事業 

1-1-1 人権を尊重する教育の推進 

1-1-2 子どもの権利擁護についての意識の啓発・高揚 

1-1-3 子ども向け相談の充実 

 

1-1-1 人権を尊重する教育の推進 

人権感覚豊かな子どもを育成するために学習環境を整えます。 

事業概要 

① 

学校における人権教育、人権学習を効果的に実施し、人権尊重の大切さを教え、自分

も他人もかけがえのない存在と受け止める心を育み、人権感覚豊かな子どもの育成をめ

ざします。 

実施状況 

(H20 年度) 

・H21 年度道徳教育年間指導計画が H20 年度中に、市内 12 中学校、28 小学校、特別支

援学校全てで完成しました。 

計画 

・道徳年間指導計画の中で、人権教育に関わる内容を重点項目とし、道徳の時間を中心

に、人権教育を進めます。 

・H23 年度からは、県作成の「道徳副読本」、「人権学習副読本」を市内 12 中学校、28

小学校、特別支援学校全ての学校で活用し、人権感覚豊かな子どもの育成を図ります。

担当課 学校教育課 

 

事業概要 

② 

子ども自身が人権意識をしっかり持ち、暴力から自分を守るための知識や技能を持つ

ような教育に努めます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・不審者対応について、市内 12 中学校、28 小学校全てで、警察官による安全指導を実

施しました。 

計画 

・道徳、特別活動、総合的な学習、社会科等の時間を利用し、子どもの人権について学

び、子どもが家庭内暴力や不審者からの暴力を受け入れないようにします。そのため、

警察や児童相談所などの関係機関からの授業を実施します。 

担当課 学校教育課 

 

事業概要 

③ 

教職員研修の更なる推進と民間団体との連携に取り組んでいきます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・人権教育担当者研修会 年：2回  ・校内職場人権研修 年：4回 

 

計画 

・人権教育担当者研修会、校内職場人権研修をこれまで以上に質を高め、さらには、特

別支援研修、カウンセリング研修等の子どもの心のケアを進めるための研修を増やしま

す。また、ケース会議や事例研究会等を開催し、教員の質をさらに向上させます。 

担当課 学校教育課 
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1-1-2 子どもの権利擁護についての意識の啓発・高揚 

子どもの権利について多様な媒体による啓発活動を推進するとともに、家庭・学校・地域において子

ども自身の声を積極的に受けとめる等、子どもを権利の主体とみなし、子どもの人権意識の啓発と高揚

を図ります。 

事業概要 

① 

子どもの権利擁護にかかわる公的機関や民間活動団体等との情報交換や行事共催な

ど連携を進めながら、子どもの権利条約の趣旨の普及を図るなど、子どもの人権意識の

啓発と高揚を図ります。 

実施状況 

(H20 年度) 

・小・中学生を対象に SOS ミニレターを配布しました。 

・幼稚園児などを対象とした人権啓発人形劇ペープサートを上演しました。 

・中学生人権作文コンクールを開催しました。 

計画 
・事業を継続し、さらに小中学生の人権啓発作品（標語・キャッチコピー・ポスター・

ロゴマーク）を人権カレンダー等に掲載します。 

担当課 人権施策推進課 

 

1-1-3 子ども向け相談の充実 

子どもからの相談に直接応じられるよう、相談場所、方法など子どもが利用しやすい体制を整備する

とともに、相談活動のＰＲに努めます。 

事業概要 

① 

巡回教育相談事業 

…子どもや保護者が気軽に相談しやすいように、市内の公民館等で教育相談員や臨床心

理士が相談活動を行います。 

実施状況 

(H20 年度) 

・市内 10 箇所（加古川西、両荘、志方、加古川北、氷丘、平岡、陵南、別府、浜の宮

公民館、青少年女性センター）で実施しました。 

計画 
・案内等を「広報かこがわ」に掲載します。 

・リーフレットの作成や積極的な学校園訪問を実施します。 

担当課 青少年育成課 
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施策の方向 

（２）1-2 子どもの虐待防止対策の推進 

現状と課題 

平成 20 年度の子どもの虐待に関する通告件数は 365 件です。また、子どもの虐待に関する相談件数

は増加傾向にあり、相談内容も複雑化しています。 

本市では、育児不安を抱える家庭（妊娠期を含む）や育児困難な家庭に、家事支援サービスや保健師

などの有資格者が家庭訪問する「育児支援家庭訪問事業」を実施し、子どもの虐待の発生を予防すると

ともに、家庭における安定した子どもの育成を見守る体制を整備しています。今後、より一層、子ども

の虐待の発生予防のために、子どもの虐待に関する正しい知識（通告義務など）の普及を図るとともに、

虐待行為をした親への支援が必要です。 

 

主な推進事業 

1-2-1 要保護児童に対する意識の向上 

1-2-2 要保護児童に対する専門的対応の充実 

1-2-3 要保護児童の早期発見・介入 

1-2-4 ネットワーク（加古川市要保護児童対策地域協議会）の機能的運営 

 

1-2-1 要保護児童に対する意識の向上  

要保護児童に対する市民意識を向上します。 

事業概要 

① 

子どもの虐待防止に関する知識の普及や家庭、地域住民の役割についての意識啓発を

図ります。 

実施状況 

(H20 年度) 

・リーフレットの作成   ・「広報かこがわ」への掲載 

・ステッカーの作成    

計画 

・リーフレットやステッカー等を作成します。 

・オレンジリボンキャンペーンを展開（市役所および各商業施設等）します。 

・講演会を開催します。 

担当課 こども課 

 

1-2-2 要保護児童に対する専門的対応の充実  

要保護児童に対する専門的対応を充実します。 

事業概要 

① 

(重点課題) 

子どもの虐待および発達障害などの相談にも幅広く専門的な対応ができるよう、相談

体制の強化や職員研修等による相談能力の向上、相談機能の充実をめざします。 

実施状況 

(H20 年度) 

・育児支援家庭訪問（32 家庭） 

・実務者会議の実施（月 1回） 

計画 
・関連職員に研修会を実施します。 

・ショートステイ事業を充実します。 

担当課 こども課 

※ショートステイ事業  保護者が疾病や疲労など諸般の事情により、家庭において児童を養育するこ

とが、一時的に困難になった場合、施設において、養育・保護する事業 
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1-2-3 要保護児童の早期発見・介入 

子どもの虐待の早期発見や通告の徹底を図り、早期介入に努めます。 

事業概要 

① 

子どもの虐待の早期発見に努めるために、通告・連絡体制の確立など早期対応のため

の仕組みを整備します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・小・中学校訪問(41 校) 

・新生児訪問、乳幼児健診等 

・保育園訪問(23 園) 

計画 
・幼・小・中学校訪問 

・新生児訪問、乳児家庭全戸訪問、乳幼児健診等 

担当課 こども課、育児支援課、保育課、青少年育成課 

 

1-2-4 ネットワーク（加古川市要保護児童対策地域協議会）の機能的運営 

要保護児童支援のための関係機関・団体のネットワークの充実を図ります。 

事業概要 

① 

加古川市要保護児童対策地域協議会を機能的に運営し、福祉、保健、医療、教育、警

察等の関係機関・団体等との相互の連携や情報の共有、役割分担の調整、また、各関係

機関に対しての研修を行うなど、要保護児童支援のためのネットワークの充実を図りま

す。 

実施状況 

(H20 年度) 

・加古川市要保護児童対策実務者会議を毎月１回開催しました。 

計画 ・加古川市要保護児童対策地域協議会における研修体制を充実します。 

担当課 こども課 

 

養護（虐待）種別通告件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               資料：こども課 
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  施策の方向 

（３）1-3 子育て支援意識の啓発 

  現状と課題 

子育てに関するアンケート調査によると、近隣との関わりの程度は希薄化が伺えます。 

しかし、子育て中の親やその子どもが自主的に地域の中で助け合いや学び合いなどの活動を行うこと

によって、地域との関わりをもち、安心して過ごすことが期待されています。本市では、各小学校、各

町内会単位で世代間交流等を実施し、地域交流を深めていますが、さらに、ネットワークづくりへの支

援が必要です。 

 

主な推進事業 

1-3-1 地域の教育力の向上 

1-3-2 結婚・出産・子育てを応援する意識づくり 

 

1-3-1 地域の教育力の向上 

地域社会と連携して、子どもが社会の構成員としての意識をもち、責任ある存在となるよう、また、

まちづくりに参画する機会を拡充します。 

事業概要 

① 

世代間交流事業 

…両親および祖父母世代と子どもとの三世代間の交流事業を実施し、世代間のきずなを

深めるきっかけづくりをします。 

実施状況 

(H20 年度) 

・世代間交流学習会を、社会教育・福祉教育推進員を中心に、数多くの町内会、小学校

区等実施単位ごとに運営委員会をつくり、学習会の内容を協議しました。また、子ども

が参加しやすいプログラムを工夫しました。 

計画 

・今後も子どもが参加しやすいプログラムを工夫し、世代間交流学習会を推進します。

・軽易なスポーツやレクリエーション「グラウンドゴルフのつどい」を通じて、高齢者

相互の親睦と世代間の交流を図ります。 
担当課 高齢者・地域福祉課、社会教育・スポーツ振興課 

 

事業概要 

② 

地域づくりのための連携推進事業 

…地域社会全体で子どもを育んでいくため、子育てにかかわる地域活動を奨励し、人材

の発掘･育成、情報の提供や研修などを行います。また、子育て家庭に対し、子育て経

験のある地域の高齢者が支援する体制の整備に努めます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・花いっぱい活動   ・シルバーパワー伝承子育て交流活動 

・老人クラブ活動強化推進事業 

・放課後こども教室 

計画 

・社会教育・福祉教育推進員の研修（交流会）を年 2回実施します。 

・学校支援ボランティアの募集を継続し、ボランティア研修（交流会）を実施します。

・放課後こども教室ボランティアの募集を継続して実施します。 

担当課 高齢者・地域福祉課、社会教育・スポーツ振興課 
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1-3-2 結婚・出産・子育てを応援する意識づくり 

共働き家庭や、ひとり親家庭など、家族の形態は多様化しており、個人の意志や多様な価値観を尊重

しつつ、男女が家庭や子育てに夢と希望を持つことができる社会を目指し、社会全体が結婚や出産、子

育てを歓迎・応援していくという市民意識の醸成を図ります。 

事業概要 

① 

従来の結婚観や慣習に捉われず、多様な生き方や価値観、家族形態を認め合い、社会

全体で結婚・出産・子育てを応援していくという市民意識を醸成します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・男女共同参画セミナー、男女共同参画市民スタッフ養成講座などを実施しました。 

・講演会「企業や地域社会を動かした子育てママの挑戦」 

参加者：26 名 

計画 ・男女共同参画セミナー、自分そだて講座、子育て講演会などを実施します。 

担当課 男女共同参画センター、こども課 

 

年齢階級別の女性労働力率(兵庫県) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       資料：国勢調査 
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施策の方向 

（４）1-4 子育てへの男女共同参画の推進 

  現状と課題 

「男は仕事」「女は家庭」といった言葉に象徴される固定的な性別役割分担意識は依然として根強く、

子育てを母親一人が担い、育児不安、育児ストレスが増大している状況があります。   

子育てに関するアンケート調査の回答者の 9割が母親で占めています。調査の子育てに関する負担感

の項目の中で、「配偶者や家族から理解や協力を得られない」と母親が感じているなど、その負担を感

じる割合は、「就学前児童」の保護者から「小学校児童」の保護者になると増加しています。 

子育ての不安や負担感を軽減するため、様々な機会を通じて保護者が互いに協力して子育てを行うよ

う啓発していくことが重要です。 

 

主な推進事業 

1-4-1 学校における男女共同参画の推進 

1-4-2 家庭における男女共同参画意識の醸成 

 

1-4-1 学校における男女共同参画の推進 

人の意識や価値観は、幼いころから家庭や学校、地域社会の影響を受けて形成されます。男女がとも

に協力して活力ある社会を築くためには、男女共同参画の意識を、幼いころから育むことが必要です。 

事業概要 

① 

男女共同参画の視点に立った教育・学習を推進します。 

将来の進路や仕事、結婚、家庭生活など、生き方について多様な選択ができるよう進

めていきます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・トライやる・ウィークの実施（H10 年～）市内全中学校 2年生が対象 

  受入事業所：753 箇所 

・トライやる・アクションの実施  トライやる・ウィークの事後体験活動 

市内中学校 1校で実施しました。 

計画 

・将来の生き方について考える「キャリア教育」、「ものづくり体験」を小学校段階から

実施します。（市内全小学校） 

・中学校における「トライやる・ウィーク」の事前・事後指導を充実させることでキャ

リア教育の更なる充実を図ります。 

担当課 学校教育課 

 

1-4-2 家庭における男女共同参画意識の醸成 

父親の子育てへの関わりは、母親の心身の負担や不安を軽減し、さらには地域の子育て力を高めます

が、父親の参加は未だ充分ではありません。「加古川市男女共同参画行動計画」に沿って、子育てに男

女で関わることの楽しさと必要性についての啓発を積極的に進め、男女共同参画の意識の醸成に努めま

す。 

事業概要 

① 

男女の固定的役割分担意識を是正するために、男女共同参画セミナーの開催や出前講

座など多様な学習機会を捉えた啓発活動を行うとともに、ホームページや啓発チラシな

どのメディアを通した広報・啓発活動を行います。 

実施状況 

(H20 年度) 

 ・男女共同参画セミナー、男女共同参画市民スタッフ養成講座などにより意識啓発を行

いました。 

 ・ホームページや啓発チラシなどにより啓発活動を行いました。 

計画 ・事業を継続します。 

担当課 男女共同参画センター、こども課 
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事業概要 

② 

女性に偏った家事、子育て負担・不安を軽減するため、これまで家庭への参画の少な

かった男性の積極的な参加を促進するための啓発に努めます。父母が共に子育てに関わ

ることによって双方の負担感の軽減を図ります。 

実施状況 

(H20 年度) 

・講演会「男性から見た男女共同参画―父親の役割」 

 参加者 17 名 

・ファミリー講座 年：8回  親子延べ 250 人 

計画 ・意識啓発のための講座 年：8回 

担当課 男女共同参画センター、こども課 
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  施策の方向 

（５）1-5 親育ちの支援・次代の親づくり 

  現状と課題 

 家庭において子どもの発達・成長段階にふさわしい教育やしつけが実践されるとともに、子育てを

通して保護者が親として育っていけるよう「親育ち」への支援が必要です。 

また、親世代も含め核家族化、少子化が進んでいることにより、赤ちゃんや幼い子どもの面倒をみる

機会を持てる子どもが少なくなっています。本市では様々な子育て支援の取組みを進めていますが、若

い世代に十分に周知されていません。次代の親となる若い世代の人たちが、家族の大切さや子育ての喜

びを実感として理解できるよう、子どもたちが乳幼児とふれあえる機会を拡充するとともに、若い世代

へ子育ての支援の取組みが大切であることを周知する必要があります。 

 

主な推進事業 

1-5-1 親育ちの推進 

1-5-2 乳幼児とふれあう機会の充実 

1-5-3 若い世代の関心の喚起 

 

1-5-1 親育ちの推進 

家庭教育に関する啓発事業を充実するとともに、子育てに不安や悩みを持つ親たちが、子育てを通し

て、親として成長していけるよう支援します。 

事業概要 

① 

親育ちの推進事業 

…保護者が子どもに対する理解を深め、家庭において、子どもの発達・成長段階にふさ

わしい教育やしつけが実践されるよう、また、子育てを通して親として育っていけるよ

う、家庭教育大学や母親講座、ファミリー講座など保護者を対象とした意識啓発や学習

機会を提供し、「親育ち」を支援します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・思春期の子どもの心に寄り添うコミュニケーション講座（3回） 

 参加者：延べ 52 人 

・講演会「思春期の子どもの心をひらくために」 参加者：40 人 

・ファミリー講座 年：8回  親子延べ 250 人 

・母親講座 年：7回 、40 人 

・ママとベビーのおしゃべりサロン  実施回数 92 回、参加者 1,791 人 

・家庭教育大学をすべての幼稚園、小学校、中学校で実施しました。 

計画 

・ママとベビーのおしゃべりサロンでのグループワークを充実させ、より母親同士の交

流を図り、仲間づくりを支援します。 

  実施予定回数  79 回 

・ファミリー講座 年：8回  ・母親講座 年：4回 

・家庭教育大学を今後も実施するとともに、その内容として、子どもたちの連続した学

びや育ちをつないでいくため、中学校区単位に幼稚園、小学校、中学校が連携して合同

で行う研修会を設定するなど、校種を越えた保護者同士の交流を、さらに強化していき

ます。 

担当課 こども課、育児支援課、社会教育・スポーツ振興課 
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1-5-2 乳幼児とふれあう機会の充実 

次代の親となる若い世代の人たちが、家庭の大切さや子育ての喜びを実感として理解できるよう、乳

幼児とふれあうなどの体験や学習機会を提供します。 

事業概要 

① 

次代の親づくり・ふれあい事業 

…学校教育の一環として幼稚園や保育園との交流を行い、乳幼児とふれあう体験を通じ

て、次代の親となるであろう中・高生等が子育ての楽しさや意義について実感する機会

を拡充します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・ユニット 12 推進事業を実施しました。 

・トライやる・ウィークで幼稚園や保育園の乳幼児との交流を積極的に図りました。 

計画 ・事業を継続します。 

担当課 学校教育課 

 

1-5-3 若い世代の関心の喚起 

いきいきと子育てを楽しむ保護者、楽しそうにふれあう親子の姿などを積極的に広報し、若い世代が

将来、子どもを持ってみたい、生み育てたいと思い感じられるよう、意識啓発を行います。 

事業概要 

① 

子育てへの意識啓発 

…少子化をテーマにした講演会や講座等を開催し、地域における子ども同士のふれあい

の減少が、子どもの自主性や社会性などに与える影響について考えるとともに、子ども

を生み育てることの大きな喜びや意義を感じられるよう、意識啓発を行います。 

実施状況

(H20 年度) 

・子育て講演会実施 年：1回  参加者：120 人 

 

計画 ・子育てに関するチラシを年１回以上発行します。 

担当課 こども課 

 

事業概要 

② 

(重点課題) 

次代の親づくり学習事業 

…これから親になる若い世代に対して、学習機会を提供し、親や家庭の役割について理

解を深めます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・小・中学生を対象にした様々な職業を体験する「夢の種実現プロジェクト」を開催し

ました。 

・「わくわく子育てカレッジ」を実施しました。  参加者： 54 名            

・「にこにこファミリー運動会」を実施しました。参加者：380 名 

計画 

・高校・大学生が乳幼児とふれあい、子育てを考えることが出来る事業を実施します。

・高校・大学生が主体となって企画運営する子育てを応援する事業を実施します。 

・児童クラブにおいて、兵庫大学と連携し大学生の保育実習を受け入れます。 

・放課後こども教室のボランティアとして、若い世代の参画を進めます。 

担当課 こども課、社会教育・スポーツ振興課 
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基本目標：２ 子育て家庭を支援しよう 

施策の方向 

（１）2-1 相談・情報提供の充実 

  現状と課題 

子育ての悩みや不安を解消するためには、保護者の話を聞いて適切な助言をすることが重要です。本

市には、内容に応じて様々な相談窓口がありますが、それらの相談窓口を知らなかった保護者もいます。

そこで、保護者の不安解消を図るため、相談窓口の周知徹底と関係機関との連携強化や相談員の増員な

どにより、状況に応じた適切な助言が受けられるよう相談体制の充実が必要です。 

 

主な推進事業 

2-1-1 家庭や子どもに関する相談支援体制の充実・周知 

2-1-2 教育相談の充実 

2-1-3 子育てに関する情報の提供 

2-1-4 子育て講座・研修会の充実 

 

2-1-1 家庭や子どもに関する相談支援体制の充実・周知 

  子育てに関する相談は多岐にわたっており、関連部署と連携して、相談体制を充実させていくととも

に、市民への周知を図ります。 

事業概要 

① 

民生委員・児童委員、主任児童委員による相談 

…子どもおよび妊産婦の保護・保健等について、相談に応じます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・民生委員・児童委員による相談、支援等    

  子どもに関すること  1,468 件 

計画 ・相談窓口を継続します。 

担当課 高齢者・地域福祉課 

 

事業概要 

② 

家庭児童相談室 

…要保護児童対策地域協議会（ネットワーク）と連携し、家庭内での人間関係や子ども

に関する悩み等について、家庭児童相談員が相談に応じます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・相談件数  504 件 

 

計画 ・相談窓口を継続します。 

担当課 こども課 

 

事業概要 

③ 

乳幼児子育て相談 

…乳幼児の子育て不安や悩みについて相談に応じます。特に子どもの発達障害や情緒の

不安定、保護者の育児ストレスなど精神的な悩みに対しては、心理相談員が電話相談や

面接によるカウンセリングを行います。 

実施状況 

(H20 年度) 

・相談員を常時 2名配置しました。 

  相談件数  2,488 件 

計画 
・子育て相談業務をより専門性の高い相談に対応できるＮＰＯ法人に委託し、保護者の

不安解消を図ります。 

担当課 育児支援課 
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事業概要 

④ 

すくすく相談員 

…法人保育園に相談員を置き、地域での子育ての悩みについて相談に応じます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・認可保育園の 15 園で、地域での子育ての悩みについて相談に応じました。 

 

計画 ・全園で相談に応じます。 

担当課 保育課 

 

事業概要 

⑤ 

すこやか子育て相談 

…市立幼稚園が地域での子育ての悩みについて相談に応じます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・すこやか子育て相談件数  45 件 

 

計画 
・すこやか子育て相談を充実します。 

  年 100 件以上 

担当課 学校教育課 

 

2-1-2 教育相談の充実 

子どもの学習面、性格面、行動面等の問題に関する保護者や子どもの悩み等に対して教育相談・指導

助言を行い、問題解決および生活意欲の向上に努めます。 

事業概要 

① 

教育相談（教育相談センター） 

…性格・行動・いじめ・不登校・発達等、子育てに関する相談に応じます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・教育相談員・臨床心理士を中心に、子どもの特性を理解し教育相談を進めました。 

相談件数  2,425 件（電話 868 件、面接 1,557 件） 

計画 
・教育相談活動を充実します。 

 リーフレットの作成・巡回教育相談・学校園訪問  

担当課 青少年育成課 

 

事業概要 

② 

少年悩み相談（少年愛護センター） 

…しつけ・親子関係・家出・暴力等、少年非行に関する悩み全般についての相談に応じ

ます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・少年相談員 2名を配置し、電話・面接による効果的な個別相談を進めました。 

・少年自らが問題を解決し、自立できるよう適切な指導・助言を行いました。 

・学校、家庭、関係機関との連携を密に行い、問題行動を指導し解決を図りました。 

 相談件数  1,028 件（電話 496 件、面接 532 件） 

計画 
・教育相談活動を充実します。 

 リーフレットの作成・学校園訪問・警察等関係機関との連携強化 

担当課 青少年育成課 

 

2-1-3 子育てに関する情報の提供 

  保護者が子育てに関する正しい知識をもち、支援サービスに関する情報を必要な時に身近に得られる

仕組みづくりを整備します。 

事業概要 

① 

情報提供コーナーの設置 

…市内に、各種情報の入手・交換ができる場所を設置します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・加古川駅南・東加古川子育てプラザに各種情報提供コーナーを設置しました。 

 

計画 ・志方児童館に情報コーナーを設置します。 

担当課 こども課 
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事業概要 

② 

情報チラシ「たいよう」の発行（加古川駅南・東加古川子育てプラザの機関誌） 

…子育てグループの案内や行事のお知らせなどを掲載して配布します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・情報チラシ「たいよう」を年間 4回発行しました。 

 

計画 ・情報チラシ「たいよう」を年間 4回以上発行します。 

担当課 こども課 

 

事業概要 

③ 

インターネットの利用 

…情報媒体としてインターネットを活用し、ホームページ上における迅速な情報の提供

を行います。 

実施状況 

(H20 年度) 

・ホームページにおいて情報提供をしました。 

計画 
・情報内容を充実し提供します。さらに、携帯サイトやメールマガジンなどの媒体につ

いても、検討をしていきます。 

担当課 こども課 

 

事業概要 

④ 

市民センター健康相談 

…住民の身近な市民センターや公民館にて乳幼児の育児相談を行います。 

実施状況 

(H20 年度) 

・子育てサークルなどの場において、子育てに関する相談を実施しました。 

実施回数：46 回 、参加者：184 人 

計画 ・乳幼児に対する健康相談を充実します。 

担当課 育児支援課 

 

事業概要 

⑤ 

家庭教育啓発資料の発行 

…子どもの基本的生活習慣の形成とともに親としての教育の視点についての啓発資料

を発行します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・啓発パンフレット「家庭教育 1･2･3」を作成し、新小学 1 年生の保護者や家庭教育大

学関係者に配布しました。 

・市のホームページに啓発パンフレットの内容を掲載しました。 

計画 
・新小学１年生の保護者へのパンフレット配布を継続します。記載内容について、随時

見直し、必要に応じて改訂します。 

担当課 社会教育・スポーツ振興課 

 

事業概要 

⑥ 

  子ども情報誌の発行 

…親と子、また地域との交流を深めるため、市内の幼稚園児、小学生を対象とした子ど

も情報誌を発行します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・年 2回「リバーキッズニュース」を発行し、家庭で取り組めることの紹介や、市の施

設のイベント情報を掲載しました。 

計画 ・リバーキッズニュースの年 2回発行を継続します。 

担当課 社会教育･スポーツ振興課 
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2-1-4 子育て講座・研修会の充実 

育児に関する研修会を充実します。 

事業概要 

① 

子育て講座・研修会の充実 

…育児に関する実践的な知識を学習する場として、具体的な実技や実習を取り入れた

り、最新の情報が提供できるよう、講座や研修会の内容の充実を図ります。 

実施状況 

(H20 年度) 

・「ママとベビーのおしゃべりサロン」を実施しました。 

実施回数 92 回、参加者 1,791 人 

・「家庭教育セミナー」を実施しました。 

  実施回数 4回、参加者：約 1,900 人 

計画 

・「ママとベビーのおしゃべりサロン」等の健康教育を実施します。 

  実施予定数 79 回 

・家庭教育セミナーのなかで、就学前の乳幼児をもつ保護者を対象とした企画を年 1回

実施します。 

担当課 こども課、育児支援課、社会教育･スポーツ振興課 
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  施策の方向 

（２）2-2 子育てグループの育成 

  現状と課題 

子育て中の親やその子どもが、自主的に活動することによって地域の中での助け合いや学び合いなど、

地域との関わりを持ち安心して過ごしていくことが期待されます。子育てグループについては、きっか

けさえあれば参加したいと考えている人も少なくありません。子育て中の保護者が子育てサークルなど

をつくり、気軽に参加できるように、自主活動への支援が必要です。 

また、子育て支援活動のリーダーや各世代の知恵を生かすような人材を育成し、地域における子育て

支援の担い手として活動する機会を提供するなど、市民の相互支援活動の活性化が必要です。 

 

主な推進事業 

2-2-1 子育てグループの指導・育成 

2-2-2 子育てボランティアへの参画促進 

2-2-3 子育てグループのネットワークづくり 

 

2-2-1 子育てグループの指導・育成 

子どもを持つ親の孤独感を解消するため、仲間づくりや情報交換の場である子育てサークル等の育

成・指導の充実を図ります。 

事業概要 

① 

なかよし親子ルーム（加古川駅南・東加古川子育てプラザ主催サークル） 

…「なかよし親子ルーム」から「自主サークル」へ発展させ、グループの拡大を図りま

す。 

実施状況 

(H20 年度) 

・実施箇所：8箇所  参加組数：200 組 

 

計画 
・「なかよし親子ルーム」事業を継続して実施するとともに、働き方も多様化している

ため、休日開催の会場を１箇所設けます。 

担当課 こども課 

 

事業概要 

② 

親と子のすこやかクラブ（志方児童館主催サークル） 

…児童館が主催する「親と子のすこやかクラブ」により、親同士、子ども同士の交流を

図ります。 

実施状況 

(H20 年度) 

・2 コース 51 組(25 組・26 組）の参加があり年間 16 回の講座を実施しました。 

 

計画 ・親子の仲間づくりや情報交換の 2コースを継続して実施します。 

担当課 こども課 
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2-2-2 子育てボランティアへの参画促進 

子育てボランティアの養成を進めます。 

事業概要 

① 

(重点課題) 

子育てボランティアへの参画促進  

…子育てグループのＯＢや団塊世代の人材を活用し、子育てボランティアの養成を図り

ます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・子育て大学開講  受講者：26 名 

 

計画 
・子育て大学を実施します。 

・子育て大学卒業生による、地域の子育て拠点を設けます。 

担当課 こども課 

 

2-2-3 子育てグループのネットワークづくり 

子育てグループ同士の交流を深めます。 

事業概要 

① 

子育てグループのネットワークづくり 

…子育てグループ同士の交流事業を実施するとともに、リーダー連絡会を設置し、ネッ

トワーク化を図ります。 

実施状況 

(H20 年度) 

・連絡会（年 4回）を開催するとともに、たなばた会、ふれあいフェスティバルを開催

しました。 

計画 
・子育てグループの交流を深めるため、連絡会を開催するとともに、合同事業を年 2回

以上開催します。 

担当課 こども課 
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  施策の方向 

（３）2-3 母子の健康の確保・増進 

  現状と課題 

  本市では、様々な教室の開催や訪問事業を実施して、妊婦や子どもの健康の保持増進についての支援

を行っています。ニーズに応じたきめ細かな対応や父親の育児参加の促進、食育に関する一層の情報提

供・啓発が課題となっています。 

  乳幼児健康診査は、子どもの健康管理の機会となるとともに、保護者への育児支援の場としても重要

です。受診していない家庭に対しては、受診勧奨や家庭訪問など、その後の支援が必要です。 

 

主な推進事業 

2-3-1 妊娠・出産の支援 

2-3-2 健やかな成長・発達支援（食育含む） 

2-3-3 医療体制の整備・充実 

2-3-4 思春期保健対策の充実 

 

2-3-1 妊娠・出産の支援 

妊婦がより健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産や子育てができるように各種教室や訪問事業を実

施します。 

事業概要 

① 

母子健康手帳交付と妊婦相談 

…母子健康手帳交付時に手帳の活用方法や母子保健事業を説明するとともに、妊婦相談

を実施します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・妊娠中および出産後に支援が必要と思われる人を把握し、支援ができるように妊娠連

絡票の様式を変更しました。 

・母子健康手帳交付時の妊婦相談  1,282 人（妊娠届出者の 54.1％） 

計画 
・妊娠連絡票をもとに妊婦相談を積極的に実施し、妊娠および育児についての不安の軽

減および支援に努めます。 

担当課 各市民センター、育児支援課 

 

事業概要 

② 

妊産婦訪問指導事業 

…妊産婦の家庭を訪問し、妊娠・出産について適切な指導を行い、母体の健康保持増進

とともに、子どもが健やかに生まれるよう支援します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・訪問指導件数 214 件 

計画 ・若年妊婦などに対して積極的に訪問し、妊娠・出産・育児についての支援を行います。

担当課 育児支援課 

 

事業概要 

③ 

両親学級 

…妊婦と父親を対象に母親または乳幼児の健康保持増進のため、妊娠・出産・育児に関

する集団指導、グループ実習を行います。 

実施状況 

(H20 年度) 

・4 ヵ所実施のうち、各 1回は土曜日に開催することで、父親の参加を促しました。 

  実施回数 42 回（うち土曜日開催 4回）、参加者 1,016 人（父親の参加率 68.5％） 

計画 
・4ヵ所実施のうち、各 1回は日曜日に開催することにより、父親の参加を促します。

  実施予定回数 40 回（うち日曜日開催 4回） 

担当課 育児支援課 
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事業概要 

④ 

育児学級（ママとベビーのおしゃべりサロン） 

…母親同士の仲間づくりや子どもへの関わり方の指導を行います。 

実施状況 

(H20 年度) 

・実施回数 92 回、参加者 1,791 人 

計画 
・グループワークを充実させ、より母親同士の交流を図り、仲間づくりを支援します。

実施予定回数：79 回 

担当課 育児支援課 

 

2-3-2 健やかな成長・発達支援（食育含む） 

乳幼児健康診査や訪問事業で、乳幼児期の疾病の予防・早期発見に努めるとともに、「食育」の推進

を含めた育児支援を行います。また、健康診査の未受診者等の状況把握を行い、必要に応じ関係部署と

連携して、適切な支援を行います。 

事業概要 

① 

乳幼児健康診査 

…子どもの発達段階に応じた健診を行い、疾病の早期発見や成長、発達を支援します。

必要に応じて心理士・栄養士など専門的な相談を受けることができるなど受診者が満足

できる健診体制の整備を図ります。 

実施状況 

(H20 年度) 

・各健診とも受診率は 90％を超えています。 

  4 か月児健康診査        91.5％ 

  10 か月児健康診査       90.8％ 

  1 歳 6 か月児健康診査    93.8％ 

  3 歳児健康診査          94.3％ 

・健診時の相談状況（受診者に対する相談者の割合）  

4 か月児健康診査        94.0％ 

1 歳 6 か月児健康診査    86.8％ 

3 歳児健康診査          81.2％ 

計画 
・健診受診率 各健診平均 95％   

・心理士・栄養士などによる相談体制を継続します。 

担当課 育児支援課 

 

事業概要 

② 

新生児訪問指導事業 

…新生児の家庭を訪問し、養育上必要な事項について保健指導を行い、子どもの健全な

発育を支援します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・新生児訪問件数 336 件 

 

計画 

・H21 年度より、新生児訪問指導事業に加え、生後 4 か月までの乳児のいる全ての家庭

を訪問する乳児家庭全戸訪問事業を実施し、育児不安の解消に努めます。 

乳児家庭全戸訪問事業実施率  100％ 

担当課 育児支援課 

 

事業概要 

③ 

乳幼児等訪問指導事業 

…民生委員・児童委員等と協力して乳幼児健診未受診者や、育児不安などを抱える家庭

を訪問し、子どもの健やかな成長発達を支援します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・未受診者訪問件数 701 件 

 

計画 ・事業を継続して実施し、必要に応じ相談事業等を勧奨します。 

担当課 育児支援課 
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事業概要 

④ 

食育の推進 

…母親および乳幼児の健康の保持・増進のため、栄養士・保健師により食育に関するグ

ループ指導を充実します。 

乳幼児健診の際に、栄養士による離乳食や幼児食についての相談指導を行います。 

子どもたちや保護者に、学校給食などを通じて、食に関する学習の機会や情報提供を

行います。 

実施状況 

(H20 年度) 

・ママとベビーのおしゃべりサロンで、育児のワンポイントアドバイスとして栄養士に

よる健康教育や、保健師・栄養士による離乳食等の個別相談を実施しました。 

健康教育実施回数 43 回、個別相談数 1,035 人 

・乳幼児健診時に栄養士による相談を実施しました。 相談件数  319 人 

・市内全小学校および志方中学校、養護学校において、学校給食を通じた食育を実施す

るとともに、給食便りを発行し、家庭にも食に関する情報提供を行いました。 

計画 

・栄養士による健康教育や、保健師・栄養士による離乳食等の個別相談を継続し、乳幼

児期より「食育」の推進を図っていきます。 

・健康教育を実施します。 実施予定数 38 回 

・乳幼児健診時の栄養士による相談を継続実施します。 

・市内全小中養護学校において校内食育推進委員会を設置し、食育全体計画および年間

指導計画を作成することで、学校給食に限らず食に関する学習の機会をより一層充実し

ます。 

担当課 育児支援課、学校教育課 

 

2-3-3 医療体制の整備・充実 

  子どもの健康管理のため、身近にかかりつけ医をもつことの大切さを啓発するとともに、安心して子

育てできるよう小児医療体制の充実を図ります。 

事業概要 

① 

かかりつけの小児科医の普及 

…小児保健医療等を取り巻く環境整備の一環として、かかりつけの小児科医の普及を促

進します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・啓発冊子「こんな時どうする  子どもの急病対応ガイド」を夜間急病センターや医療

機関、4 か月児健診において配布し、子どもの救急時における対応方法およびかかりつ

け医を持つことの大切さを周知しました。 

また、市のホームページや広報紙に記事を掲載し啓発を行いました。 

計画 
・乳児家庭全戸訪問事業や 4カ月健診等において、パンフレットを配布し、かかりつけ

医を持つことの大切さを周知します。 

担当課 育児支援課 

 

事業概要 

② 

医療体制の整備 

…休日や夜間の子どもの重症疾病にも適切に対応できるよう、24 時間体制の病院群輪番

制による小児二次救急医療事業を実施し、小児科救急医療体制の整備を進めます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・3 市 2町の 4病院による、二次救急医療事業を実施しました。 

患者受け入れ人数（延べ）4,185 人 

計画 ・24 時間体制の病院群輪番制による小児二次救急体制を維持します。 

担当課 健康課、市民病院 
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事業概要 

③ 

医療体制の充実 

…市民病院では、地域での要観察の妊婦および新生児の医療を担当する中核病院とし

て、周産期医療体制を充実させていきます。また、安心して子どもを生み育てることが

できる環境整備をめざして、保健、医療、福祉の連携を強化し、母子の健康管理の充実

を図ります。 

実施状況 

(H20 年度) 

・ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）患児数 771 人 

・母体搬送数 48 回 

・新生児搬送救急自動車（ベビーカー）出動回数 205 回 

計画 ・周産期医療分野において、高度医療の充実をめざします。 

担当課 市民病院 

 

2-3-4 思春期保健対策の充実 

家庭・学校・地域が連携し、性についての正しい知識の習得や未成年の喫煙・飲酒・薬物乱用等を防

ぐための教育・学習を充実します。 

事業概要 

① 

性教育の実施 

…市内の中学生とその保護者を対象に、助産師等による性教育を実施します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・全中学校において、生命の尊さや異性についての正しい理解が持てるよう、保健体育・

道徳の時間に性教育を実施しました。 

・助産師、産婦人科医、養護教諭を招き、専門的な立場から生命の尊さについて話を聞

きました。 

計画 

・生命の尊さや異性についての正しい理解が持てるよう、小・中学校における道徳・特

別活動・保健体育の時間等において、性教育を実施します。 

・産婦人科医、助産師等による性教育を推進します。（市内全中学校） 

担当課 学校教育課 

 

事業概要 

② 

飲酒・喫煙・薬物乱用防止教育の充実 

…家庭・学校・地域が連携し、未成年の喫煙・飲酒・薬物乱用等を防止する教育を進め

ます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・兵庫県警東播サポートセンターの薬物乱用防止教室、少年非行防止劇団「麦の穂」な

らびに保健センターの実施する禁煙教育の出前授業を利用し、喫煙・飲酒・薬物乱用等

を防止する教育を行いました。3校（小学校…2校・中学校…1校） 

・全中学校において飲酒、喫煙、薬物乱用防止教育を保健体育・学活・特別活動の時間

に実施しました。 

計画 

・小中学校において薬物乱用防止教室等の開催を推進します。 

・保護者や教員を対象にした研修等の事業を充実します。 

・飲酒、喫煙、薬物乱用防止啓発ポスター・読本・リーフレットを配布します。 

担当課 学校教育課、青少年育成課 
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  施策の方向 

（４）2-4 ひとり親家庭への支援 

  現状と課題 

子育てに関するアンケート調査によると、平成 20 年度調査では平成 15 年度調査と比較して、「ひと

り親家庭」がほぼ倍増しています。ひとり親家庭は、子育てと生計の担い手という二重の役割を一人で

担う必要があることから、日常生活においてさまざまな問題を抱えています。特に、母子家庭において

は、就業、住居、養育等で困難に直面することも少なくありません。 

こうしたひとり親家庭のニーズに対応する子育て支援として、手当の支給・医療助成などの経済的支

援に加え、相談窓口での育児に関する情報提供、一時的に子どもを養育することが困難となった場合の

育児支援、職業訓練のための給付金による就業促進に関する支援などのサービスの提供が必要です。 

 

主な推進事業 

2-4-1 ひとり親家庭への支援 

2-4-2 ひとり親家庭相談の充実と自立支援 

 

2-4-1 ひとり親家庭への支援 

ひとり親家庭の経済的自立を支援するため、各種の助成や手当の支給、資金の貸付などを行います。 

事業概要 

① 

母子家庭等医療費助成事業 

…ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・受給者数：4,766 人 

計画 
・母（父）子家庭の母（父）および児童、または遺児の医療費の一部を助成し、ひとり

親家庭等の健康の促進および経済的支援を行います。 

担当課 保険年金課 

 

事業概要 

② 

母子寡婦福祉資金貸付 

…母子家庭の経済的自立のために資金の貸付を行います。 

実施状況 

(H20 年度) 

・子どもの進学資金、保護者の修学のため等に貸付を実施しました。 

2 件 

計画 ・事業を継続します。 

担当課 こども課 

 

事業概要 

③ 

児童扶養手当支給 

…父と生計を同じくしていない一定年齢の子どもの母または養育者に手当を支給しま

す。 

実施状況 

(H20 年度) 

・受給者数 2,286 人 

      

計画 ・事業を継続します。 

担当課 こども課 

※児童扶養手当支給は、H22 年 8 月から父子家庭も対象になります。 
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事業概要 

④ 

母子福祉団体への支援 

…母子家庭の社会的自立を活動目的とする母子福祉団体の運営を支援します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・市補助金  240,000 円 

 

計画 ・事業を継続します。 

担当課 こども課 

 

事業概要 

⑤ 

児童クラブ使用料の免除 

…経済的に困窮しているひとり親家庭に対する児童クラブ使用料を免除します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・ひとり親家庭という条件での免除規定はありません。 

計画 ・就学援助認定世帯のうちひとり親家庭について、使用料を免除します。 

担当課 社会教育・スポーツ振興課    

※児童クラブ 両親が共働きであるなど保護者が不在である児童を、放課後一定時間保育すること。 

 

事業概要 

⑥ 

ファミリーサポートセンター事業の利用料補助 

…ひとり親家庭がファミリーサポートセンターを利用し、育児を援助してもらった場

合、その利用料の一部について補助します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・実施していません。 

計画 ・利用料の一部について補助を検討します。 

担当課 こども課 

 

事業概要 

⑦ 

保育園入所の優遇 

…ひとり親家庭の保育園入園に配慮することで、子育てを支援します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・ひとり親家庭であることを考慮し、入園判定を行いました。 

計画 ・事業を継続します。 

担当課 保育課 

 

事業概要 

⑧ 

住宅確保の支援事業 

…母子家庭が保証人などの問題で民間住宅に入居が困難な場合に、円滑に入居できるし

くみを整備します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・実施していません。 

計画 ・信用保証協会へ支払う保証金の補助制度を検討します。 

担当課 こども課 
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2-4-2 ひとり親家庭相談の充実と自立支援 

母子家庭等に対して情報提供や相談体制を充実するとともに、就業を促進し、自立支援を進めます。 

事業概要 

① 

母子家庭自立支援給付金事業 

…母子家庭の母に対して、就業の促進を図るため、自立支援教育訓練給付金、高等技能

訓練促進費・入学支援修了一時金を給付します。 

母子自立支援員が中心となり、母子家庭の子育てや日常生活が円滑に進められるよ

う、相談機能を充実させるとともに、職業訓練のための給付金事業を拡充し、母子家庭

の自立支援を進めていきます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・自立支援教育訓練給付金： 8 人          

・高等技能訓練促進費    ： 9 人  

計画 
・引き続き、自立支援教育訓練給付金、高等技能訓練促進費・入学支援修了一時金を実

施します。 

担当課 こども課 

 

事業概要 

② 

ひとり親自立支援相談事業 

…母子自立支援員が、経済上や生活上の様々な相談に応じ、ひとり親の自立に必要な助

言指導を行います。 

実施状況 

(H20 年度) 

・母子自立支援員 2名を配置し相談を行いました。 

計画 ・事業を継続します。 

担当課 こども課 

 

事業概要 

③ 

ひとり親家庭相談および情報提供事業 

…ひとり親家庭に対し、各種経済的支援策や養育費の請求等の各種制度の相談や情報提

供を行います。 

実施状況 

(H20 年度) 

・家庭児童相談員 2名、婦人相談員 1名が、相談などに応じました。 

計画 ・事業を継続します。 

担当課 こども課 
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  施策の方向 

（５）2-5 障がい児への支援 

  現状と課題 

18 歳未満の身体障害者手帳等所持者数は、徐々に増加し 723 人(H20 年度末現在)となっています。ま

た、発達にかたよりがある子どもや、学習障害などの特別の配慮を必要とする子どもが相談機関や保育

園を利用するケースも増えています。障がいのある子ども、もしくは発達にかたよりがみられる子ども

が、その可能性を最大限に伸ばしながら成長・発達できるようにするために、障がい等の早期発見とと

もに適切な療育が必要です。 

 

主な推進事業 

2-5-1 心身障害児教育相談の充実 

2-5-2 特別支援教育にかかる経済的支援 

2-5-3 障がい児療育の充実  

2-5-4 障がい児保育の拡充 

2-5-5 障がい児にかかる各種手当および医療費助成事業の充実 

2-5-6 障がい児（者）家庭教育の支援 

 

2-5-1 心身障害児教育相談の充実 

心身に障がいのある子どもの保護者等に対して、教育相談および指導助言を行い、障がいの軽減、克

服、発達・自立への支援を行うとともに、多様な心身の障がいに対応するための事業を充実します。 

事業概要 

① 

心身障害児教育相談（言葉・発達の悩み） 

…電話および来所による相談に応じます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・子どもの障がいや発達に関する相談の増加と内容の深刻化を受けて、カウンセリング

や心理療法を実施することにより、相談事業の充実を図りました。 

・障がいのある子どもの発達に応じた就学相談を実施。巡回教育相談、教育相談センタ

ー、特別支援教育係での相談業務を行いました。 

 相談件数  719 件 

計画 ・相談窓口を継続します。 

担当課 学校教育課、青少年育成課 

 

2-5-2 特別支援教育にかかる経済的支援 

養護学校生、特別支援学級児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減します。 

事業概要 

① 

特別支援教育就学奨励費補助金制度 

…養護学校生、特別支援学級児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減するために、特別

支援教育就学奨励費補助金制度により、学用品費、給食費、通学用品費等の費用の一部

を助成します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・学級担任を通して、養護学校生、市内小・中学校特別支援学級児童・生徒および通級

指導教室入級児童の保護者の経済的負担を軽減するため、学用品費、給食費、通学用品

費、交通費等の一部を支給しました。      中学校  37 人   小学校  203 人 

計画 ・事業を継続します。 

担当課 学校教育課 
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2-5-3 障がい児療育の充実 

障がいのある子ども、もしくは発達にかたよりがみられる子どもが、その可能性を最大限に伸ばしな

がら成長・発達できるようにするために、障がい児療育を充実します。 

事業概要 

① 

  肢体不自由児等に対する療育と、発達障害児に対する診察・訓練を充実させるととも

に、関係機関との連携により、早期発見、早期支援体制の充実を図ります。 

実施状況 

(H20 年度) 

・H21 年 4 月 1 日、新築・移転により設備と機能を充実させ、名称を「つつじ療育園」

から「こども療育センター」に改称しました。 

計画 

・肢体不自由児等に対する良好な療育環境の提供 

・発達障害児に対する支援体制の充実 

・外来診療・訓練体制の整備 

・専門的な訓練の実施 

・保育・教育機関等との連携 

担当課 こども療育センター 

 

事業概要 

② 

障がい児療育の相談・研修 

…保護者や学校園の教員・保育者のための、あらゆる障がいに係る相談・研修等の事業

を充実します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・教員に対して、特別支援教育の研修を実施し、保護者には、就学相談等で、障がいに

関わる相談を実施しました。 

就学相談件数  36 件  特別支援教育に関する研修  23 件 

計画 

・保護者や学校園の教員・保育者のための、あらゆる障がいに係る相談・研修等の事業

を充実します。 

・教育相談活動を充実します。 

リーフレットの作成・巡回相談・学校園訪問 

担当課 学校教育課 

 

2-5-4 障がい児保育の拡充 

障がいのある子どもへの保育ニーズの対応を拡充します。 

事業概要 

① 

障がい児保育の拡充 

…認可保育園において、障がいのある子どもの受入れ体制を整えます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・障がい児の保護者、認可保育園、保育課で調整をとり、集団生活が可能な場合は、受

け入れる体制を整えました。 

計画 ・事業を継続します。 

担当課 保育課 

 

2-5-5 障がい児にかかる各種手当および医療費助成事業の充実 

障がい児の福祉の増進を図るため、各種手当の支給や医療費の助成を行います。 

事業概要 

① 

特別児童扶養手当 

…精神または身体に中度以上の障がいのある子どもの父母または養育者に手当を支給

します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・精神または身体に中度以上の障がいのある 20 歳未満の児童の父母、または養育者に

手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図りました。 

受給者数 584 人 

計画 ・事業を継続します。 

担当課 こども課 
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事業概要 

② 

障害児福祉手当 

…心身に重度の障がいがあるため日常生活において常時介護を必要とする子どもに手

当を支給します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・障害者手帳交付時に障害児福祉手当について案内を行いました。 

年間延人数 1,964 人 

計画 ・事業を継続します。 

担当課 障害福祉課 

 

事業概要 

③ 

障害者（児）医療費助成事業 

…身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者および精神障害者保健福祉手帳所持者の障が

いの程度に応じて医療費の一部を助成します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・3,590 件 

計画 ・事業を継続します。 

担当課 保険年金課 

 

2-5-6 障がい児（者）家庭教育の支援 

個別的な課題の相互学習や貴重な教育実践例を交換し合う中で、障がい児（者）を持つ親等が直面し

ている家庭教育の具体的解決を図る場として、障がい児（者）家庭教育学級を開催します。支援事業を

継続し、教育内容をより幅広いものにします。 

事業概要 

① 

障がい児（者）家庭教育学級 

…障がい児（者）をもつ親等が、当面している家庭教育の具体的、かつ個別的な課題

を相互学習や必要な情報、実践例を交換しあう中で解決を図っていくため、学級生を募

集し、本学級を開催します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・14 学級開設しました。 

 

計画 ・14 学級を今後も継続して開設します。年 2回全学級の情報交換会を行います。 

担当課 社会教育・スポーツ振興課 
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  施策の方向 

（６）2-6 経済的負担の軽減 

  現状と課題 

  子育ての負担は、経済的なものをはじめ、肉体的なもの、精神的なものと様々です。このうち経済的

負担を少しでも軽減できるように、各種手当等の充実が必要です。 

 

主な推進事業 

2-6-1 こども手当制度の実施 

 2-6-2 乳幼児等医療費助成事業の推進 

 2-6-3 認可保育園保育料の軽減 

2-6-4 市立幼稚園保育料の軽減 

2-6-5 児童クラブ使用料の軽減 

 2-6-6 小・中学校就学奨励事業の推進 

 

  2-6-1 こども手当制度の実施 

家庭における生活の安定を図るとともに、子どもの健全な育成および資質の向上を目的として、こど

も手当を支給します。 

事業概要 

① 

こども手当 

…一定年齢の子どもの父母または養育者に手当を支給します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・H22 年度から実施します。 

計画 
・15 歳到達後、最初の 3 月 31 日までの間にある子どもを養育している保護者に手当を

支給します。 

担当課 こども課 

 

2-6-2 乳幼児等医療費助成事業の推進 

乳幼児等の受診機会の確保と健やかな育成をはかるために、乳幼児等の医療費の一部を助成します。 

事業概要 

① 

乳幼児等医療費助成事業 

実施状況 

(H20 年度) 

・小学校 3年生までの乳幼児等に医療費の一部を助成しました。 

25,394 人 

計画 
・小学校 3年生までの乳幼児等の保険診療に係る医療費の自己負担額を全額助成し、子

育て家庭の経済的な負担を軽減し、安心感の創出を図ります。 

担当課 保険年金課 

 

2-6-3 認可保育園保育料の軽減 

  認可保育園保育料の軽減をします。 

事業概要 

① 

2 人目以降の入園児の保育料を軽減します。（同一世帯からの入園児について、2人目

は半額に、3人目以降は無料。） 

実施状況 

(H20 年度) 

・保育園在園児童での軽減は、当初より軽減後の額で決定しました。 

・幼稚園等の児童を含めての軽減措置は、制度周知のうえ在園証明の提出により実施し

ました。  

754 件 

計画 ・事業を継続します。 

担当課 保育課 
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事業概要 

② 

ひとり親世帯や障がい者のいる世帯などのうち、所得税非課税世帯に対して、認可保

育園の保育料を軽減します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・申請時提出の資料により、当初より軽減後の額で決定しました。  

583 件 

計画 ・事業を継続します。 

担当課 保育課 

 

事業概要 

③ 

失業、転職等により所得が著しく減少したり、火災・風水害等の災害にあった場合は、

保育料を減免します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・必要書類を審査し、該当理由を満たすことにより減免しました。 

71 件 

計画 ・事業を継続します。 

担当課 保育課 

 

2-6-4 市立幼稚園保育料の軽減 

生活困窮者や障がいのある子どもの保護者に対し、市立幼稚園の入園料、保育料を軽減します。 

事業概要 

① 

市立幼稚園入園料の軽減・市立幼稚園保育料の軽減 

実施状況 

(H20 年度) 

・必要書類を審査し、該当理由を満たすことにより減免しました。 

全額免除 10 件、半額免除 34 件 

計画 ・制度の周知を図るため、説明会の開催および制度周知のチラシを配布します。 

担当課 学務課 

 

2-6-5 児童クラブ使用料の軽減 

生活困窮者に対し、児童クラブ使用料を軽減します。 

事業概要 

① 

児童クラブ使用料の軽減 

実施状況 

(H20 年度) 

・疾病、転職、災害、就学援助受給世帯について軽減しました。 

 

計画 
・生活保護世帯は免除、就学援助受給世帯は使用料を半額に軽減、就学援助受給世帯の

うちひとり親世帯は免除します。 

担当課 社会教育・スポーツ振興課 

 

2-6-6 小・中学校就学奨励事業の推進 

経済的な理由により市立小・中学校への就学が困難な子どもの保護者に対し、学用品費等の一部を援

助します。 

事業概要 

① 

小・中学校就学奨励事業 

 

実施状況 

(H20 年度) 

・必要書類を審査し、該当理由を満たすことにより減免しました。 

小学校 2,212 件、中学校 1,062 件 

計画 ・制度周知の徹底を図るため、チラシを児童全員に配布します。 

担当課 学務課 
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  施策の方向 

（７）2-7 住環境の整備 

  現状と課題 

  住環境については、良好な住宅を供給するため市営住宅のバリアフリー化を進めていきます。 

子どもを持つファミリー世帯が適切な住宅を確保し、地域との交流や仲間との活動が可能となるよう

に、市営住宅をはじめとした住宅対策が必要です。 

 

主な推進事業 

2-7-1 良好な住宅の供給等 

 

2-7-1 良好な住宅の供給等 

  適切な住宅の確保を進めます。 

事業概要 

① 

既設市営住宅の再生 

…市営住宅の実情を踏まえ、地域の実情に応じたストック活用の理念と目標の設定を行

い、建替え、改善、維持保全等の適切な手法の選択のもとに、低廉で良質な住宅の整備

を行います。 

実施状況 

(H20 年度) 

・階段に手摺を付け、子ども・高齢者の昇降の安全を図りました。 

東神吉住宅        12 ヶ所 

  西神吉辻住宅       3 ヶ所 

計画 
・H23 年までに全団地に火災警報器を設置します。 

・中層住宅（土山）でのエレベーターの設置を予定しています。 

担当課 営繕・住宅課 

 

事業概要 

② 

良好住宅への誘導・推進事業 

…公的住宅の恩恵が受けられない世帯に対する補完的制度として、民間事業者による良

好な住宅建設（改修）を促す制度を充実し、良好住宅への誘導を行います。 

実施状況 

(H20 年度) 

・「特定優良賃貸住宅制度」、「高齢者向け優良賃貸住宅制度」の PR（国の制度）および

審査機関である県への取次ぎを行っていますが、ほとんど利用がありませんでした。 

計画 
・「特定優良賃貸住宅制度」、「高齢者向け優良賃貸住宅制度」の PR（国の制度）および

審査機関である県への取次ぎについては継続して行います。 

担当課 営繕・住宅課 
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  施策の方向 

（８）2-8 在宅子育て支援サービスの整備 

現状と課題 

  子育て支援拠点事業については、事業によって認知度にばらつきがあります。子育てに関するアンケ

ート調査の中では、加古川駅南、東加古川子育てプラザについて「知っているが、利用したことはない」

という意見が 5 割弱ほどあり、またそれ以外の支援サービスについては、「知らない」という意見が多

くみられました。身近な場所でもっと気軽に子育て支援・在宅子育て支援サービスが受けられるように

するためにさらなる周知が必要です。 

 

主な推進事業 

          2-8-1 地域子育て支援拠点事業の充実 

          2-8-2 保育園の空き教室等の活用 

          2-8-3 子育て支援サービスの充実・周知 

 

2-8-1 地域子育て支援拠点事業の充実 

家庭における子育て機能の低下に対応するため、園舎の設備や保育士の専門的知識といった認可保育

園の子育て機能を地域に開放し、子育て支援の拠点施設としての機能を果たします。 

事業概要 

① 

  地域子育て支援拠点の充実 

…認可保育園の園庭を地域の子どもとその保護者に開放し、育児相談にも対応します。

実施状況 

(H20 年度) 

・認可保育園の１園において、地域子育て支援拠点事業を実施しました。 

計画 ・地域子育て支援拠点事業をさらに充実します。 

担当課 保育課 

 

事業概要 

② 

  加古川駅南子育てプラザ・東加古川子育てプラザ 

…乳幼児を持つ親子に「つどいの広場」の提供と地域ぐるみで子育て支援を行います。

実施状況 

(H20 年度) 

・乳幼児を養育中の親子が気軽に集い交流できる場を提供し、各種講座を充実させまし

た。 

計画 
・ニーズにあった各種講座をさらに充実します。 

・プレイルーム（サークル活動用ルーム）の利用の促進を図ります。 

担当課 こども課 

 

2-8-2 保育園の空き教室等の活用 

子育てグループ等の活動の場として、保育園の空き教室等の貸出しを働きかけます。 

事業概要 

① 

保育園の空き教室等の活用 

…市立の保育園の空き教室を子育てグループ等の活動の場として貸出しを検討します。

また、公民館や地域の集会施設などの公共施設についても貸出しを働きかけます。 

実施状況 

(H20 年度) 

・H12 年度より認可保育園で 1園で実施し、地域子育て支援拠点として機能しています。

計画 
・地域の子育てグループへ活動の場を提供するとともに、活動内容のさらなる充実を図

ります。 

担当課 保育課 
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2-8-3 子育て支援サービスの充実・周知 

子育て家庭の多様なニーズに対応する新たな在宅子育て支援サービスを展開します。 

事業概要 

① 

講演会等での一時預かりの推進 

…本市の各種講座、講演会、学習会などの開催時に、託児ボランティアや託児室の確保

など、一時預かりを推進します。 

実施状況 

(H20 年度) 

・各種講座・講演会で一時預かりを実施しました。 

（家庭力げんきセミナー、陵南公民館の生涯学習大学「思春期・親育ち学科」） 

計画 
・ＰＴＡ行事や家庭教育等のセミナーや、子育て世代を対象とした事業について一時預

かりを継続します。 

担当課 男女共同参画センター、こども課、社会教育・スポーツ振興課 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４章 計画の推進に向けて 
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第４章 計画の推進に向けて 

 

・本市における次世代育成支援施策の総合的、計画的推進のため、以下の観点を踏まえ、

取組みを進めます。 

 
１ 計画の推進体制 

 次世代育成支援施策を計画的かつ円滑に進めていくためには、取組みにあたり、本計画

を総合的に推進する体制を整備することが必要です。次世代育成支援に関係する分野は多

岐にわたっており、庁内横断的な観点から、庁内に推進委員会（仮称）を設置し、体制の

整備を図ります。 

 また、次世代育成の取組みを進めていくためには、行政だけでなく、地域住民や企業、

関係機関等との協働が不可欠です。そこで、地域住民や企業、児童福祉、教育、保健等の

関係機関、学識経験者などから構成される地域協議会（仮称）を設置します。 

 

２ 行政と民間との連携・協力体制の強化 

次世代育成支援に関係する多様なニーズに応え、きめ細かなサービス展開を図るには、

公的なサービスだけでなく、ボランティアを含めた地域住民や各種団体・機関などの理解･

協力による、「地域ぐるみの子育て支援」の推進が重要です。 

そのため、計画の趣旨を広く地域住民や関係団体に周知し、理解と協力を求めるととも

に、地域住民や関係団体が行う子育て支援に関する事業や活動を支援したり、ＮＰＯなど

関係団体との協働を図るなど、行政と民間が協力、連携しあって、より効果的な支援がで

きる体制の強化に努めます。 

 
３ 家庭、地域住民、各種団体、学校、企業などの役割分担 

本計画は、子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりを地域社会全体の課題としてとらえ、

その実現に向け地域全体で取り組んでいこうとするものです。 

そのためには、行政はもとより、家庭、地域住民、各種団体、学校、企業などがそれぞ

れの役割と責任に応じて、身近なところから計画の実現に向けて参画することが必要です。 

 

（１）家庭―――――――――――――――――――――――――― 

 

子育てに関する第一義的な責任は保護者であり、家庭にあります。 

家庭は、子どもにとってしつけや基本的生活習慣を身につけるとともに、人間形成の場で

あり、かつ、やすらぎの場であることを認識し、家庭機能の重要性を再確認することが望

まれます。 
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（２）地域住民・各種団体・学校―――――――――――――――― 

 

地域住民には、子育てが社会的な価値を有していることを理解し、地域全体で支援する

ことが望まれます。 

地域住民・各種団体は連携・協力して、子育てを見守るとともに社会性をはぐくむ活動、

子育てを応援する活動などを積極的に展開することが期待されます。 

また、学校（園）には、家庭や地域住民、各種団体との連携を深め、多様な生活体験の

場を確保し、「生きる力」を育む教育を推進するとともに、子育てを行うことの大切さを教

え、親意識の醸成を図ることが望まれます。 

 

（３）企業―――――――――――――――――――――――――― 

 

企業には、勤労者が企業人としてだけでなく、地域社会の一員としての役割を果たせる

よう、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、ゆとりある働き方を保障し、子育てだけ

でなく、生活全般と仕事が両立できる就労環境の整備に努めることが望まれます。 

また、子どもの健全育成や福祉向上に関する地域活動に積極的に取り組むなど社会的貢

献が望まれます。 

 
４ 計画の評価 

本計画は、平成 17 年度を初年度とし、平成 26 年度を最終目標年次とする加古川市次世

代育成支援行動計画の後期 5カ年計画として策定しました。 

   計画の評価については、毎年、各事業の進捗状況の把握に努めるとともに、庁内推進委

員会(仮称)で各事業の進捗や達成状況について評価を行います。 

  また、地域協議会（仮称）では、次世代育成の取組みを効果的に推進するために、各事

業の進捗状況などについて、市民の視点に立った点検・評価や関係団体等の意見を広く聞

き、今後の各事業の課題の検討などを行います。  

なお、毎年の計画の目標の進捗状況などは、市ホームページに公開するなど、情報公開

に努めます。 
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第５章 目標事業量 

 

子育て支援を推進するために目標を以下のとおりに設定するとともに、今後、本市の

財政状況を踏まえつつ、数値目標の達成に努めていきます。 

 

事 業 名 
現 状 

（平成 20 年度） 

目 標 値 

（平成 26 年度） 

通常保育事業 

定員 ３，１０３人 

低年齢児（３歳未満） 

定員 ９２２人 

定員  ３，６８１人 

低年齢児（３歳未満） 

定員 １，１３９人 

延長保育事業 

後１時間延長 

１９カ所 

定員 １７３人 

後２時間延長 

２カ所 

定員 １６人 

 

２１カ所 

定員 ２１０人 

 

 

休日保育事業 
１カ所 

定員 ２人 

1 カ所 

定員 １０人 

放課後児童健全育成事業 
３２カ所 

定員 １，４３７人 

３２カ所 

定員 １，５５０人 

病児・病後児保育事業 
０カ所 

定員 ０人 

３カ所 

定員 １０人 

子育て短期支援事業 

（ショートステイ事業） 

２カ所 

定員 1 人 

２カ所 

 

一時預かり事業 
１８カ所 

定員 ３６人 

１８カ所 

定員 ９０人 

ファミリーサポートセン

ター事業 
実施 継続 

地域子育て支援拠点事業

（ひろば型、センター型） 
３カ所 ３カ所 

 

※この表に挙げた事業は、厚生労働省の指定によるものです。 

※主な事業内容 

◎  通常保育事業 

主に就業している保護者のために、保育園で子どもを預かります。 

◎  延長保育事業 

開閉園時間の前後数時間を、通常保育とは別に保育します。 

◎  休日保育事業 

日曜・祝日に主に就業している保護者のために、保育園で子どもを預かります。 

◎  放課後児童健全育成事業 

就労などで保護者が昼間家庭にいない小学校１～３年生の児童の放課後や夏休みなどの長

期休業期間の健全な育成を図るため、児童クラブで集団保育します。指導員が常駐し、と

もに遊びやスポーツ、学習などを通して生活指導を行います。 

◎  病児・病後児保育事業 


